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１．計画の目的 

  令和元年の房総半島台風（台風１５号）、東日本台風（台風１９号）及びその後の豪雨

により、本市においては強風による家屋の倒壊や停電の長期化、農作物や農業施設への被

害、豪雨による崖崩れなど、大きな被害が発生した。特に房総半島台風上陸の翌日は、常

任委員会の開催日であり、その開催の可否については難しい判断を要した。さらには、新

型コロナウイルスの感染拡大により、国では緊急事態宣言が発出され、経済や雇用など市

民生活に大きな影響を及ぼした。 

今後も、強大な台風の襲来や大雨の頻発、首都直下地震や南海トラフ地震の発生、未知

の感染症の流行などが懸念されることからも、市内で大規模災害等の緊急事態が発生し

た際に、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活の平穏を確保するため、成田市災

害対策本部等と連携を図り、迅速かつ円滑な災害対策業務の実施に協力し、成田市議会

（以下「議会」という。）及び成田市議会議員（以下「議員」という。）がどのように行動

すべきか、共通の認識を持ち、さらには二元代表制の一翼を担う議会の基本的な機能を果

たすことを目的として成田市議会業務継続計画（以下「議会ＢＣＰ」という。）を策定す

るものである。 

 

※ＢＣＰ：Business Continuity Plan（業務継続計画） 

災害や大規模事故など不測の事態を想定して、業務継続の視点から具体的な取り組

み等について定めた計画 

 

 

２．議会ＢＣＰの対象とする災害 

議会ＢＣＰの対象とする災害は、災害時において議会が果たすべき役割や行動が、市の

災害対応と極めて高い関連性を有し、相互に補完する形であることから、市の災害対策本

部及びその他の対策本部等（以下「対策本部」という。）が設置される基準に準じて、以

下のとおりとする。 

 

  

災害種別 災害内容 

地 震 

・市内の震度が５強以上を記録したとき 

・市域で局地的又は大規模な災害が発生したとき 

・災害の発生その他の状況により議長が必要と認めたとき 

風水害 
・市域で局地的又は大規模な災害が発生したとき 

・災害の発生その他の状況により議長が必要と認めたとき 

その他 

・大規模火災などの大規模な事故、感染症、大規模テロなどで大き

な被害が発生したとき又はそのおそれがあるとき 

・災害の発生その他の状況により議長が必要と認めたとき 
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３．災害時の議会・議員の在り方 

（１）議会 

議会の使命は、市の政策形成過程及び政策の実施過程に多面的に参画し、その要所に

おいて市の団体意思を決定すること、また、議会が決定した政策が適法・適正に、しか

も公平・効率的になされているか監視することである。これは平常時、非常時を問わな

い。すなわち、議会は、大規模災害等の非常時においても、市の団体意思を決定できる

ための定足数に足る会議を開催し、その使命を果たさなければならない。加えて、復旧・

復興においても、市民の代表機関として大きな役割を担う。 

 

（２）議員 

議員は「具体的な政策の最終決定」と「行財政運営の批判と監視」を完全に達成でき

るよう、議会の一員としての役割を担う。一方、災害時においては被災状況を把握し、

被災した市民の救援や被害の復旧のために、非常時に即応した地域の一員としての役

割も求められる。すなわち、議会機能を維持するという基本的な役割とともに、災害時

において地域活動などに従事する役割も担う。 

 

（３）災害時の市と議会の関係 

災害発生時において、執行部は情報収集や災害対策業務などに奔走し、混乱状態にあ

ることが予想されるため、議会・議員が市に要請等をするに当たっては、対策本部が迅

速かつ円滑に災害対策業務を実施できるよう配慮する必要がある。 

一方で、議会は、正確な情報を早期に収集し、自らの役割である行政監視機能と審議・

議決機能を適正に実行する必要がある。 

そのため、議会は、自らの役割と責任を踏まえ、災害情報の収集と共有を主体とする

市との連携・協力体制を整え、災害対応に当たる。 

 

 

４．成田市議会災害対策会議 

議員による協議・調整を行う組織として、成田市議会災害対策会議（以下「対策会議」

という。）を設置する。対策会議は、議長が招集する。 

① 設置基準 

議会ＢＣＰの対象とする災害が発生し、かつ、議長が必要と認めたとき。 

② 構成 

構成員 議 長 副議長 
議会運営正副委員長 

及び各会派の代表者 

役 職 委員長 副委員長 委 員 

主な任務 
対策会議を設置し、会

議の事務を統括する。 

委員長を補佐し、委員長

が欠けた場合等には、そ

の職務を代理する。 

下記③の所掌事務に当

たる。 
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③ 所掌事務 

ア 議員が把握した被災情報等の集約及び対策本部への情報提供 

イ 対策本部から入手した災害等情報の議員への情報提供 

ウ 対策本部からの依頼事項への対応 

エ 対策本部への提案・提言及び要望等の調整 

オ 本会議・委員会等の開催や協議事項の調整 

カ 国・県・関係機関等への要望等の調整 

キ その他必要な事項 

④ 事務局 

対策会議の事務局は、議会事務局（以下「事務局」という。）とし、会議の運営を

補佐する。 

⑤ その他 

対策会議の運営に関し必要な事項は、対策会議で協議して決定する。 

 

 

５．議会・議員等の役割、情報伝達 

（１）議会の役割 

① 対策本部が迅速かつ適切な災害対策業務等に専念できるよう、必要な協力・支援を

行う。 

② 対策本部の災害対策業務等が迅速に実施されるよう、議員から提供された地域の被

災状況等の情報を対策会議で集約し、対策本部に提供する。 

③ 地域の被災状況や被災者等の意見・要望等を踏まえ、対策会議で調整を行い、対策

本部に対して提案、要望等を行う。また、国、県及び関係機関等に対して要望等を

行う。 

④ 復旧・復興に向け、必要な条例や予算等を速やかに審議する。 

 

（２）議長の役割 

① 議員の安否を確認し、連絡体制を確立する。 

② 災害が発生し、かつ、必要と認めたときには、対策会議を設置し、対策会議の構成

員を招集する。 

③ 対策会議の委員長を務め、会議の議事を整理し、事務を統括する。 

 

（３）議員の役割 

① 災害種別に応じた安否確認等は、以下のとおりとする。 

ア 地震の場合 

安否確認の連絡については、議長又は事務局から行うことを原則とするが、

連絡がない場合には、議員から事務局に安否を連絡する。 

イ 風水害の場合 

安否確認の連絡については、議長又は事務局から行うことを原則とするが、

連絡がない場合には、議員から事務局に安否を連絡する。 
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ただし、市域の特別警報（大雨、暴風）が発表された時点（配備基準の風水

害・第１配備）での連絡は、必要としない。 

ウ その他（感染症）の場合 

体調不良時（風邪症状等）には自宅待機とし、感染した場合又は濃厚接触者

となった場合には、議長及び事務局に連絡すること。 

連絡先（議会事務局） 

〇Ｔ Ｅ Ｌ 【 ２０－１５７０ 】 

〇メ ー ル 【 ｇｉｋａｉ＠ｃｉｔｙ．ｎａｒｉｔａ．ｃｈｉｂａ．ｊｐ 】 

〇Ｆ Ａ Ｘ 【 ２４－０３３６ 】 

≪ 夜間等における優先順位 ≫ 

１．事務局長 ２．事務局次長 ３．事務局総務係長 ４．その他の事務局職員 

② 対策会議の構成員は、対策会議が設置され招集があった場合には、速やかに応じる。 

③ 地域における被災状況に応じた支援に努め、安全の確保や避難所の誘導などにでき

る限り協力する。また、必要に応じて、地域の被災情報等を対策会議に提供する。 

 

（４）事務局の役割 

事務局参集職員は、参集し次第、議長の指示のもと、以下の役割を行う。 

① 議員の安否を確認し、議員安否確認票（様式１）を作成 

② 議会棟の状況確認 

（議場、委員会室、会派控室等の諸室、ＰＣ、放送機器、電話等の諸機器） 

③ 事務局長の対策本部への出席 

④ 対策会議等の会議開催場所の確保 

⑤ 対策本部又は議員からの情報集約と伝達 

⑥ 報道対応 

⑦ その他必要な事項 

 

（５）情報の集約と伝達 

災害発生時には、対策本部が迅速かつ適切な災害対策業務に専念できるよう、議員が

把握した被災状況などの情報の提供や対策本部への問合せ等は、対策会議又は事務局

を通じて行う。また、対策本部からの災害等の情報は、対策会議又は事務局を通じて議

員に伝達する。 

なお、救助・救命など緊急性の高い情報については、直接関係機関へ連絡する。 

① 地震・風水害の場合 

ア 議員は、事務局へ電話等の方法により情報を伝える。 

イ 事務局は、被害状況等連絡票（様式２）を作成し、対策本部へ情報を提供する。 

② その他（感染症）の場合 

ア 議員は、感染症に係る問合せ票（様式３）に記入の上、事務局へ提出する。 

イ 事務局は、対策本部へ情報を提供する。 
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③ 
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                              ④ 

                ⑤                    

⑥                                                           

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対策会議 
（議会事務局） 

対策本部 

地域 議員 

議会・議員等の役割、情報伝達のフロー図 

① 安全確保、応急対応、避難所等支援、地域の情報収集 

② 安否・所在確認、連絡体制の確立、被災状況などの情報提供・問合せ等 

③ 議員からの情報提供、問合せ等 

④ 情報提供 

⑤ 対策本部からの情報伝達 

⑥ 要望等の調整 

 

国・県・関係機関等 
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６.災害発生時の対応（発生時点別） 

（１）議会招集告示前 

① 対策会議又は議長は、定例会開会の可否等を調整し、必要に応じて議会運営委員会

で協議する。 

② 執行部に対し、議会対応の可否について、確認する。 

 

（２）議会招集告示後から開会前 

① 対策会議又は議長は、定例会開会の可否等を調整し、議会運営委員会で協議する。 

② 議会運営委員会は、本会議及び委員会の運営について協議する。 

③ 執行部に対し、議会対応の可否について、確認する。 

 

（３）本会議中 

① 議長は、会議の休憩を宣告し、事務局職員は、傍聴者等の避難誘導をするなどの安

全確保を図る。 

② 議長は、災害の状況に応じて、対策会議を設置し、対策会議の構成員を招集する。 

③ 本会議の開催継続等の調整は、議会運営委員会において協議する。ただし、議会運

営委員会を開催する時間的猶予がない場合等は、議長が開催の可否を判断し、後に

議会運営委員会で調整する。 

④ 執行部に対し、議会対応の可否について、確認する。 

 

（４）委員会中 

① 委員長は、会議の休憩を宣告し、事務局職員は、傍聴者等の避難誘導をするなどの

安全確保を図る。 

② 議長は、災害の状況に応じて、対策会議を設置し、対策会議の構成員を招集する。 

③ 委員会の開催継続等の判断は、委員長が行い、必要に応じて議会運営委員会で調整

する。 

④ 執行部に対し、議会対応の可否について、確認する。 

 

（５）休会中 

① 対策会議又は議長は、本会議・委員会の開催継続等の可否等を調整し、議会運営委

員会で協議する。 

② 執行部に対し、議会対応の可否について、確認する。 
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７．議員等が被災した場合の議会運営 

（１）議員が被災した場合 

①本会議の運営  

ア 定足数が確保できるとき  

ａ 原則開催する。 

イ 定足数が確保できないとき  

ａ 流会となるため、招集日の場合は再招集について、招集日以外の場合は開催日

の変更等について議会運営委員会で協議する。 

ｂ 議案等が審議未了の場合には、廃案となるため、次期定例会又は臨時会で対応

可能な議案等の先送りや議会を招集する時間的余裕がない又は必要な時期ま

でに議決できない場合の専決処分について、執行部と協議する。 

②委員会の運営  

ア 定足数が確保できるとき  

ａ 原則開催する。 

イ 定足数が確保できないとき  

ａ 当日の委員会は流会とし、新たな開催日を委員長が決定する。必要に応じ、議

会運営委員会で調整する。 

ｂ 会期の最終日までに議案審査を終えることができない場合は、会期の延長等

について、議会運営委員会で協議する。 

 

（２）事務局職員が被災した場合 

ア 被災者が少数のとき  

係内、係間の応援体制で会議（本会議、委員会等）を運営する。 

イ 被災者が多数のとき  

状況によっては、会議（本会議、委員会等）の開催日の変更等を検討する。 

 

（３）説明員が被災した場合 

説明員が多数被災し、議案の審議等に支障が生じるおそれがある場合には、会議の開

催日の変更等を検討する。 

 

 

８．議会ＢＣＰの弾力的な運用 

議会ＢＣＰの対象とする災害が発生した場合であっても対策会議が設置されないとき

や、発生した災害等が議会ＢＣＰの対象とならないものである場合であっても、議長の判

断により、議会ＢＣＰの全部又は一部を適用する弾力的な運用を行うことができる。 
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９．議会ＢＣＰを効果的・効率的に運用するための環境整備 

（１）通信手段の確保 

大規模災害等の発生時には、通信回線の途絶や通信規制等により、通信手段が著しく

制限される場合があるため、あらかじめ複数の通信手段を準備するなど、そのとき使用

可能な通信手段を確保しておく。 

 

（２）会議等の代替施設の確保 

① 本会議場、委員会室が使用できない場合は、議会棟内で使用できる部屋を使う。 

② 議会棟が使用できない場合は執行部と協議を行い、庁舎又は市の公共施設を使用し

て議会の業務を継続する。 

 

（３）備蓄品の確保 

総務省消防庁が公開している「防災マニュアル」によれば、災害に対する備えとして

最低限３日間程度を目安とした水や食料の備蓄が必要とされているが、現在、議会では、

議員及び事務局職員を対象とした水や食料の備蓄品は準備をしていない。また、成田市

の「災害時職員初動マニュアル」では、職員の食料等の確保は自主的に用意することと

なっている。災害対応に当たる議員においても、継続的に業務に従事することができる

よう、最低限の水や食料等の備蓄品を自主的に備えておく。 

 

（４）議会防災訓練の実施 

災害対応に対する意識の醸成と的確な行動を迅速に行うことができるよう、さらに

は議会ＢＣＰの実効性を高めるために、議会ＢＣＰの対象とする災害を想定した議員

及び事務局職員等が参加する議会防災訓練を適宜実施する。 

 

 

１０．議会ＢＣＰの見直し 

新たに得られた情報や課題に的確に対応するとともに、その内容の充実を図るため、適

宜、議会ＢＣＰの見直しを行うものとする。 
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【 参 考 】 

■配備基準（成田市職員初動マニュアル抜粋） 

配備 
種別 

災害 
種別 

配備基準 

組織 

体制・ 
指揮者 

動員対象部署・職員 

非
常
体
制 

第
１
配
備 

地
震 

○ 市内の震度が「５強」を記録したとき（自動配備） 
○ 内閣総理大臣が東海地震における「警戒宣言」を発

表したとき 
○ 災害の発生その他の状況により本部長が必要と認

めたとき 

災害対策
本部を設
置して対
応にあた
り、本部長
が指揮す
る 

「災害対策本部動員
表」による 
・避難所担当職員 

第
２
配
備 

○ 市内の震度が「６弱」を記録したとき（自動配備） 
○ 地震により市内で局地的災害が発生したとき 
○ 災害の発生その他の状況により本部長が必要と認

めたとき 

第
３
配
備 

○ 市内の震度が「６強」以上を記録したとき（自動配
備） 

○ 市内全域に大規模な災害が発生したとき 
○ 災害の発生その他の状況により本部長が必要と認

めたとき 

全職員 

第
１
配
備 

風
水
害 

○ 市域に特別警報（大雨、暴風）が発表され、本部長
が必要と認めたとき 

○ 市域に局地的災害が予想されるとき 
○ 災害の発生その他の状況により本部長が必要と認

めたとき 「災害対策本部動員
表」による 
・避難所担当職員 

第
２
配
備 

○ 市域の複数地区で災害の発生が予想されるとき 
○ 市域で局所的災害が発生したとき 
○ 災害の発生その他の状況により本部長が必要と認

めたとき 

第
３
配
備 

○ 市域全域に災害が拡大し、第２配備体制では対処で
きないとき 

○ 災害の発生その他の状況により本部長が必要と認
めたとき 

全職員 

- 

大
規
模
事
故 

○ 重大な災害が発生し、警戒配備では対応ができない
と市長が判断したとき 

本部長の指示による 
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議員安否確認票（様式１） 

整理番号 災害発生日時 集計日時 

   月  日  時  分 
  月  日  時  分現在 

（  時  分） 

 

■成田市議会（議員数   人） 

NO 議 員 名 確認日時 確認方法 
安否
状況 

被災状況（被害がない場合
又は不明の場合、未記入） 

1 
（議長） 

〇〇 〇〇 
 月  日  時  分 

電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

2 
（副議長） 

△△ △△ 
 月  日  時  分 

電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

3 □□ □□  月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

4   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

5   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

6   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

7   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

8   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

9   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

10   月  日  時  分 
電話・メール 
ＦＡＸ・その他 

  

 
※安否状況には、無事、軽傷、重傷、不明を記入する。 
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被害状況等連絡票（様式２） 

1/  頁 

記
入
欄
Ｄ 

報告番号 報告日時 対応状況 

協－○ 
  月  日 

  時  分 
確認・対応中・完了 

 

記
入
欄
Ａ 

内線番号 相手番号 受付日時 
通報受付者又は各部受付者 

（所属・役職） 

 

 

 

 

  月  日 

  時  分 

 

 

情報源 氏名（          ）所属機関（              ） 

情報種 

災害情報 被災者の状況 各施設の被害状況 関
係
機
関
の
活
動
状
況 

職
員
・
家
族
の
状
況 

食
料
・
物
資
等
の
状
況 

財
務
・
災
害
見
舞
金
等 

そ
の
他
（ 

 
 
 
 
 

） 

火
災 

地
震 

液
状
化
・
地
盤
沈
下 

河
川
・
堤
防
の
決
壊
等 

土
砂
災
害 

死
者
・
負
傷
者
等 

避
難
者
・
避
難
所 

要
配
慮
者
・
福
祉
避
難
所 

帰
宅
困
難
者 

住
家
の
被
害 

市
庁
舎
・
公
民
館
等 

医
療
施
設 

文
教
施
設 

農
林
・
商
工
施
設 

清
掃
施
設 

上
水
道
施
設 

下
水
道
施
設 

電
気
施
設 

ガ
ス
施
設 

通
信
・
放
送
施
設 

道
路
・
橋
梁 

鉄
道
施
設 

空
港
施
設 

公
園
・
広
場 

受信情報 

発生時間（  月  日  時  分） 

発生住所（           ） 

被害状況等（種類、数） 

 

 

 

※伝達先（       ） 

記
入
欄
Ｂ 

対応番号  

対応名  

記
入
欄
Ｃ 

対応状況 

対応開始日時（  月  日  時  分） 

災害応急対策担当（     部     課         ） 

対応状況等（現況及び応急対策の要否（図面等添付）、応急対策の処置結果） 

 

 

 

 対応報告者 進捗日時 

   時  分現在 

※通報受付者又は各部受付者は、記入欄Ａを記録し、担当する部本部（6階合同執務室内）に複製書類を提出する。 
※部本部は、記入欄Ａを確認の上、記入欄Ｂを記入し、総務部及び災害応急対策担当（各部執務室）に複製書類を
提出する。 

※災害応急対策担当は、対応状況を記入欄Ｃに記入し、部本部に複製書類を提出する。 
※部本部は、記入欄Ｃを確認の上、記入欄Ｄを記入し、総務部に複製書類を提出する（原則定時報告）。 
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/  頁 

記
入
欄
Ｃ 

対応状況 

対応開始日時（  月  日  時  分） 

災害応急対策担当（     部     課         ） 

対応状況等（現況及び応急対策の要否（図面等添付）、応急対策の処置結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対応報告者 進捗日時 

   時  分現在 

対応状況 

対応開始日時（  月  日  時  分） 

災害応急対策担当（     部     課         ） 

対応状況等（現況及び応急対策の要否（図面等添付）、応急対策の処置結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対応報告者 進捗日時 

   時  分現在 
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感染症に係る問合せ票（様式３） 

 

感染症に係る問合せ事項 

 

Ｎｏ． 担当課  担当者氏名  

受付日 年  月  日 受付者氏名  

回答日 年  月  日 種 別 問合せ ・ 要望 ・ 提案 ・ その他 

議員名 
 

件 名 
 

＜内 容＞ 

＜回答内容＞ 

＜その他特記事項＞ 

※太枠をご記入ください。 


